
　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
る
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
画
面
案
内
に
従
っ
て
金

額
な
ど
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、

確
定
申
告
書
な
ど
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（h

ttp
://w

w
w
.

n
ta
.g
o
.jp

）

　

作
成
し
た
確
定
申
告
書
な
ど
は
印

刷
し
て
税
務
署
へ
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
電
子
申
告
用
デ
ー
タ
を
作

成
す
れ
ば
、
電
子
申
告
に
よ
り
申
告

な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
贈

与
税
を
除
く
）。

　

な
お
、
平
成
21
年
１
月
４
日
以
降

に
、
電
子
申
告
を
利
用
し
て
所
得
税

の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
と
、

①
本
人
の
電
子
署
名
お
よ
び
電
子

証
明
書
を
付
け
て
申
告
期
限
ま
で

に
申
告
し
た
人
は
、
所
得
税
の
額

か
ら
５
千
円
（
そ
の
年
分
の
所
得

税
を
限
度
と
し
ま
す
）
を
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
平
成
19
年

分
で
適
用
を
受
け
た
人
に
つ
い
て

は
、
平
成
20
年
分
の
控
除
は
で
き

ま
せ
ん
）。

②
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票

な
ど
の
提
出
ま
た
は
提
示
に
代
え

て
、
そ
の
記
載
内
容
を
入
力
し
て

送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
申

告
期
限
か
ら
３
年
間
は
、
税
務
署

長
の
要
求
に
対
し
提
出
ま
た
は
提

示
義
務
が
あ
り
ま
す
）。

③
電
子
申
告
を
利
用
し
て
申
告
さ
れ

た
還
付
申
告
は
早
期
処
理
し
て
い

ま
す
（
お
お
む
ね
３
週
間
程
度
）。

　

詳
細
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（h

ttp
://

w
w
w
.e
-ta
x.n
ta
.g
o
.jp

）

　

所
得
税
な
ら
び
に
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
の
時
期
に

な
り
ま
し
た
。

　

決
算
書
や
申
告
書
な
ど
の
税
務
書

類
の
作
成
な
ど
を
依
頼
す
る
場
合
は
、

そ
の
人
が
正
規
の
税
理
士
で
あ
る
か
、

よ
く
確
認
し
て
か
ら
依
頼
し
ま
し
ょ

う
。

　

税
理
士
の
資
格
の
な
い
人
（
い
わ

ゆ
る
「
に
せ
税
理
士
」）
が
、
税
務

代
理
や
税
務
書
類
の
作
成
、
税
務
相

談
を
す
る
こ
と
は
、
税
理
士
法
で
固

く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
に
せ
税
理
士
」
は
、
法

律
に
違
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
税
務

署
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
や
調
査
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
あ
な
た
に

代
わ
っ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

な
ど
、
結
果
的
に
あ
な
た
自
身
が
大

き
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

十
分
に
ご
注
意
を
！

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

※
自
動
音
声
案
内

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
を
提
供
し
て
い
ま
す

「
に
せ
税
理
士
」に
ご
注
意
！

●犬やねこなどを捨てないで最後まで責任を持って飼い
ましょう！
●犬の放し飼いはやめましょう！
●ふんの始末は飼い主の責任です！
●犬やねこの習性などを理解して正しく飼いましょう！
●飼い主が誰であるのか、分かるようにしましょう！
●生後 91日以上の犬の飼い主は、生涯 1回の犬の登録
と毎年 1回の狂犬病予防注射を受けさせましょう！

　菊池地区の公共下水道区域以外において、
水道料金と下水道使用料（合併浄化槽使用
料含む）の納入通知書などを現在別々に発
行・発送していますが、平成 21年４月分
から併せて１枚となります。
　別々の納入通知書などで支払っていただ
いていた水道料金と下水道使用料が合計さ
れた金額で発行・発送され、１枚の納入通
知書などで金融機関にお支払いしていただ
くことになります。
　このことでお客様のお手数を減らすとと
もに、納入通知書用紙代および郵送代など
の経費削減を行うことができます。
　なお、一部地域は、従来どおり別々の発
行・発送となります。また、口座振替をご
利用のお客様については、今までどおりで
変更ありません。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
•菊池市水道局お客様センター
　☎（25）1811
•菊池市下水道課管理係
　☎（25）7244

◆熊本県動物愛護管理ホームページを開設しています
　熊本県では、迷子犬や、譲渡対象犬についての情報提
供などを行うため、「熊本県動物愛護管理ホームページ」
を開設しました。アドレスは次のとおりとなっていますの
で、犬がいなくなった場合や、犬の譲り受けを希望する人
は、ぜひご覧ください。
◇熊本県動物愛護管理ホームページ
　http://www.kumamoto-doubutuaigo.jp
※このホームページは犬の写真など画像を多く含むため、
パソコンでの閲覧を想定して作成しています。
※携帯電話での閲覧は機種によっては可能ですが、画像を
多く含むため、通信料にご注意のうえご覧ください。
※犬やねこを捨てることは犯罪行為です。法律により処罰
（50 万円以下の罰金）されます。
問い合わせ先　環境課、各総合支所民生課

　最近、家庭から出されたごみ袋の中に、可燃ごみと
不燃ごみが混ざって入っていたり、市では処理できな
いごみが入っていることがあります。
◆市では処理できないごみ（例）
•塗料缶・バッテリー
　→専門の業者に処理を依頼してください。
•注射器や注射針（家庭治療用）
　→収集・分別作業時に大変危険です。かかりつけの
医院に依頼してください。

•家畜用薬品容器
　→購入した業者に処理を依頼してください（産業廃
棄物になりますので、市では収集できません）。

◆今年1月に不燃物ごみ集積所で、ガスボンベ（カセッ
トコンロ用）が原因とみられる火災が発生しました
　ガスが入ったままのガスボンベから引火し、他のご
みに燃え移り危うく大惨事につながるところでした。
ガスの入った（スプレー）缶や使い捨てライターをご
みとして出す場合、必ずガスを使いきり、屋外の風通

　

最
近
、
家
の
近
く
で
ご
み
を
燃
や

し
て
臭
い
が
す
る
と
の
苦
情
が
多
数

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
野
外
で
の
焼

却
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
外
と
さ
れ
て
い
る
、
日
常
生
活

に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
て
い
る
軽
微

な
焼
却
で
あ
っ
て
も
、
周
辺
の
皆
さ

ん
に
「
悪
臭
が
す
る
」・「
目
に
し
み

る
」・「
の
ど
が
痛
い
」・「
洗
濯
物
が

汚
れ
る
」・「
火
の
粉
が
飛
ん
で
危
な

い
」
な
ど
の
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
限
り
焼
却

を
行
わ
な
い
で
、
一
人
ひ
と
り
が
ご

み
の
分
別
・
資
源
化
・
減
量
化
に
努

め
、
決
め
ら
れ
た
収
集
日
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

環
境
課
、
各
総
合

支
所
民
生
課
衛
生
福
祉
係

　写真は、七城町の鴨川公園へ流れ込む鴨川の様
子です。七城町（菊池川・鴨川）と泗水町（合志
川）では外来植物のブラジルチドメグサの対応に
苦慮しています。また、同様に下流域の市民の皆
さんが頭を痛めているのが上流から流れてくるご
み問題です。
　心無い人が簡単に投げ捨てたごみは、夏場に子
どもたちで賑わう鴨川公園へ流れ込みます。七城
総合支所やボランティアの皆さんによる清掃は行
われていますが、次から次に流れてくるごみには
対応できません。
　流れてくるごみは、菊池市のみならず下流域の
市や町にも迷惑をかけてしまいます。菊池市は、
菊池渓谷に代表される清流が流れるまちです。こ
の清流を守るためにも、河川や水路には絶対ごみ
を捨てないでください。
　もちろん川以外にもごみを捨ててはいけません。
※不法投棄行為には、「５年以下の懲役もしくは
１千万円以下の罰金、またはこの併料」の罰則
があります。
問い合わせ先　環境課環境政策係

川や水路にごみを捨てないで！！

焼
却
禁
止
の
例
外

○
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ

の
施
設
の
管
理
を
行
う
た
め
に

必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

 

河
川
管
理
の
た
め
に
伐
採
し
た

草
木
な
ど
の
焼
却
な
ど

○
震
災
な
ど
の
災
害
の
予
防
、
応

急
対
策
ま
た
は
復
旧
の
た
め
に

必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

 

凍
結
防
止
の
た
め
の
稲
わ
ら
の

焼
却
な
ど

○
風
俗
慣
習
上
ま
た
は
宗
教
上
の

仕
事
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃

棄
物
の
焼
却

 

ど
ん
ど
や
な
ど
地
域
行
事
に
お

け
る
廃
材
な
ど
の
焼
却

○
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営

む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼

却

 

害
虫
駆
除
の
た
め
の
稲
わ
ら
の

焼
却
な
ど

○
日
常
生
活
を
営
む
う
え
で
通

常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で

あ
っ
て
軽
微
な
も
の

 

た
き
火
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー

で
の
木
く
ず
な
ど
の
焼
却
な
ど

鴨川のごみ（平成 20 年 12 月撮影）

今年１月に不燃物集積
所で発生した火災

水道料金と下水道使用料

（合併浄化槽使用料含む）の

納入通知書が

併せて1枚になります

犬やねこを
飼っている
みなさんへ

しの良い場所で容器や缶に穴を開け、ガスを完全に抜
いてください。
　違反ごみのほとんどがちょっとした注意で改善でき、
危険を未然に防ぐことができます。ごみを出す前にも
う一度確認しましょう
•分別は正しくできていますか？
•指定袋は間違っていませんか？
•ごみ出し日は間違っていませんか？
•ごみ袋の中にリサイクル（資源化）できるものは入っ
ていませんか？
　ルールを守って美しいまちをつくりましょう！
問い合わせ先
　環境課、各総合支所民生課衛生福祉係

違反ごみが増えています！

野
外
で
の
焼
却（
野
焼
き
）は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
！
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